
 

新居浜市主権者教育推進事業 

「そうだ、せんきょにいこう」④ 

外国に住んでいる人も 
投票できるの︕︖ 

仕事や留学などで海外に住んでいる⼈でも、

外国にいながらにして日本の国政選挙（衆議院

議員総選挙、参議院議員通常選挙）に投票でき

る制度（在外選挙制度）があります。 

満 18 歳以上の日本国⺠で、①住所を管轄す

る海外の領事官の管轄区域内に３か月以上住ん

でいるか、②出国する前の最終住所地の市区町

村の選挙⼈名簿に登録されている⼈で、出国時

に市区町村の窓口で申請したうえで国外に住所

を有している⼈で、市区町村の選挙管理委員会

の「在外選挙人名簿」に登録された人が投票で

きます。 

選挙「コ」ネタの 

コーナー 
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【03 号の答】「上部児童センター」でした。 

クイズ 

ここはどこでしょう 

投票所を 

探そう 

・かつて別子銅山から運んできた銅をこ
こから船で大阪に運んでいたよ。 

・敷地の中に大きな松の木があるよ。 

答えはせんかん新聞 05 号で発表します� 

カレンダーどおりの祝日じゃない⁉今年に限って次のとおり祝日が

移動しているので、みんなも間違えないようにね！ 
海の日      ７月第３月曜日 → ７月２２日（木） 
スポーツの日 １０月第２月曜日 → ７月２３日（金） 
山の日      ８月１１日     → ８月 ８日（日）  （うさぎ） 


